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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが、
　撮像装置による撮像範囲と重複する範囲において、センサの出力に基づいて物体が存在
するか否かを判定し、
　物体が存在すると判定した場合、前記撮像装置が撮像した画像の画像データを分割した
複数の領域のうち、前記センサの出力に基づく物体の検知結果に示される前記物体の存在
範囲に相当する領域を特定し、
　前記複数の領域のうち前記特定した領域の各々について、前記特定した領域の画像デー
タに含まれる画素の輝度情報に基づく視認性の判定結果に応じて、前記センサの出力に基
づく物体の検知結果に関する報知を制御する処理を実行することを特徴とする報知制御方
法。
【請求項２】
　前記コンピュータは、さらに、
　前記特定した領域に含まれる画素の輝度情報に基づいて、輝度ヒストグラムを生成し、
　前記特定した領域の輝度ヒストグラムにおけるダイナミックレンジを算出し、
　前記報知を制御する処理において、前記特定した領域のダイナミックレンジに基づいて
、前記視認性を判定することを特徴とする請求項１記載の報知制御方法。
【請求項３】
　前記報知を制御する処理において、前記特定した領域のダイナミックレンジが閾値以下
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である場合に、前記報知を実行する装置に対して、該報知を実行させ、前記特定した領域
のダイナミックレンジが閾値より大きい場合は、前記装置に対して、該報知の実行制御を
おこなわないことを特徴とする請求項２記載の報知制御方法。
【請求項４】
　前記撮像装置は車両に搭載された車載カメラであって、
　前記コンピュータは、
　前記車両の速度を取得し、
　前記報知を制御する処理において、前記車両の速度に基づき、該報知を制御することを
特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の報知制御方法。
【請求項５】
　前記撮像装置は車両に搭載された車載カメラであって、
　前記コンピュータは、
　前記物体と前記車両との距離または物体への到達予測時間に基づき、前記報知をおこな
うタイミングを制御することを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載
の報知制御方法。
【請求項６】
　撮像装置による撮像範囲と重複する範囲において、センサの出力に基づいて物体が存在
するか否かを判定し、
　物体が存在すると判定した場合、前記撮像装置が撮像した画像の画像データを分割した
複数の領域のうち、前記センサの出力に基づく物体の検知結果に示される前記物体の存在
範囲に相当する領域を特定し、
　前記複数の領域のうち前記特定した領域の各々について、前記特定した領域の画像デー
タに含まれる画素の輝度情報に基づく視認性の判定結果に応じて、前記センサの出力に基
づく物体の検知結果に関する報知を制御する制御部を有することを特徴とする報知制御装
置。
【請求項７】
　コンピュータに、
　撮像装置による撮像範囲と重複する範囲において、センサの出力に基づいて物体が存在
するか否かを判定し、
　物体が存在すると判定した場合、前記撮像装置が撮像した画像の画像データを分割した
複数の領域のうち、前記センサの出力に基づく物体の検知結果に示される前記物体の存在
範囲に相当する領域を特定し、
　前記複数の領域のうち前記特定した領域の各々について、前記特定した領域の画像デー
タに含まれる画素の輝度情報に基づく視認性の判定結果に応じて、前記センサの出力に基
づく物体の検知結果に関する報知を制御する処理を実行させることを特徴とする報知制御
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示する技術は、利用者に対する報知を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に取り付けられたカメラや車両近傍に存在する物体を検知するセンサを利用して、
ドライバーによる車両の運転を、安全面で支援する技術がある。
【０００３】
　一例として、車両後方の画像をディスプレイに表示する技術がある。バックカメラやリ
アカメラと呼ばれるカメラは、車両後方を撮像可能な位置に取り付けられる。そして、カ
メラは車両後方を撮像するとともに、撮像された画像は表示装置に表示される。ドライバ
ーは、画像を確認しながら、運転や駐車などの操作をおこなう。カメラは広角カメラが採
用されることが多いため、ドライバーは、バックミラーを利用した目視と比較して、より
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広い範囲を確認することができる。
【０００４】
　また、車両に搭載された可視光カメラと遠赤外線カメラとの撮像結果を用いて車両前方
の歩行者を認識する歩行者認識装置がある（例えば、特許文献１）。歩行者認識装置は、
遠赤外線カメラの撮像結果に基づく歩行者認識率が高く、かつ、可視光カメラによる歩行
者特定認識率が低い歩行者を車両乗員に告知する。
【０００５】
　さらに、障害物との距離を測ることが可能なセンサを車両に設置し、障害物との距離を
検知して音や表示ランプで知らせる技術がある。例えば、クリアランスソナー（登録商標
）は、バンパーのコーナー部に設置された超音波センサの出力に基づき、障害物の存在を
ドライバーへ知らせる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３３８５９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　撮影環境によっては、本来ドライバーが注意を払わなければならない物体が画像に写っ
ていない、もしくは、ドライバーにとって極めて視認性が低い場合がある。例えば、車両
が暗い道を走行している最中に撮影された画像や、霧の中を走行中に撮影された画像には
、歩行者やガードレール、縁石などの物体が写らない場合などである。カメラに一般的に
搭載されているオートゲインコントロール機能を利用したとしても、露光時間の調節だけ
では、物体を撮影することが困難な場合も多い。
【０００８】
　そこで、例えば、先に述べた歩行者認識装置のように、可視光カメラとともに遠赤外線
カメラを併用することもできるが、歩行者以外のガードレールや縁石など、遠赤外線を発
生しない物体を検知することはできない。
【０００９】
　以上を踏まえると、カメラにより撮影された画像の表示と、センサにより検知された障
害物の報知を併用することが考えられる。例えば、ドライバーは表示装置に表示された画
像を確認するとともに、別途、障害物の報知に対しても対応する。
【００１０】
　しかし、センサによる報知は、画像の表示とは独立におこなわれるため、物体の報知が
ドライバーにわずらわしさを与える場合がある。そこで、本発明は、ドライバーの目視支
援のために画像が表示される場合において、検知された物体の報知を、ドライバーにとっ
て適切に制御することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する為に、本実施例に開示の報知制御方法は、コンピュータが、撮像装
置による撮像範囲と重複する範囲において、センサの出力に基づいて物体が存在するか否
かを判定し、物体が存在すると判定した場合、前記撮像装置が撮像した画像の画像データ
を分割した複数の領域のうち、前記センサの出力に基づく物体の検知結果に示される前記
物体の存在範囲に相当する領域を特定し、前記複数の領域のうち前記特定した領域の各々
について、前記特定した領域の画像データに含まれる画素の輝度情報に基づく視認性の判
定結果に応じて、前記センサの出力に基づく物体の検知結果に関する報知を制御する処理
を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一観点によれば、ドライバーの目視支援のために画像が表示される場合におい
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て、検知された物体の報知を、ドライバーにとって適切に制御することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、撮像装置の撮像範囲と、物体を検知するセンサのセンシング範囲との関
係についての一例を示す図である。
【図２】図２は、報知制御装置の機能ブロック図である。
【図３】図３は、第一の実施例に係る報知制御方法のフローチャートである。
【図４】図４Ａおよび図４Ｂは、輝度ヒストグラムおよびダイナミックレンジＤを説明す
るための図である。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、第一の実施例の効果を説明するための図（その１）であ
る。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは、第一の実施例の効果を説明するための図（その２）であ
る。
【図７】図７は、報知方法として、表示装置への表示を採用した場合の、表示装置に表示
される画像のイメージ図である。
【図８】図８は、第二の実施例に係る報知制御方法のフローチャートである。
【図９】図９は、第三の実施例における報知制御方法のフローチャートである。
【図１０】図１０Ａ乃至図１０Ｃは、第三の実施例の効果を説明するための図である。
【図１１】図１１は、第四の実施例に係る報知制御装置の機能ブロック図である。
【図１２】図１２は、第四の実施例における報知制御方法のフローチャートである。
【図１３】図１３は、第五の実施例における報知制御方法のフローチャートである。
【図１４】図１４は、報知制御装置１０または報知制御装置２０として機能するコンピュ
ータ１０００のハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下詳細な本発明の実施例に関して説明する。なお、以下の各実施例は、処理の内容を
矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
【００１５】
　図１は、撮像装置の撮像範囲と、物体を検知するセンサのセンシング範囲との関係につ
いての一例を示す図である。
【００１６】
　車両１は、車載カメラ２および測距センサ３を備える。車載カメラ２は、撮像装置の一
例である。また、測距センサ３は、物体を検知するセンサの一例である。
【００１７】
　例えば、車載カメラ２は、車両１の後方を撮像可能な位置に取り付けられる。これは、
駐車時などの運転支援を目的とするためであるが、車載カメラ２は、他の方向を撮像可能
な位置に取り付けられてもかまわない。さらに、撮像装置は、車載カメラ２以外に、携帯
電話やスマートフォンのカメラであっても良い。この場合、携帯電話等のカメラが撮像し
た画像は、後述の報知制御装置１０へ送信される。
【００１８】
　車載カメラ２は、たとえば、ＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）規格を準拠したＮＴＳＣカメラである。他に、車載カ
メラ２として、他の規格を準拠したカメラなどを採用してもよい。
【００１９】
　また、測距センサ３は車両１の後方にある物体を検知可能な位置に取り付けられている
。本実施例においては、測距センサ３は、ミリ波レーダである。他に、測距センサ３とし
て、レーザレーダー、超音波センサなどが採用される。
【００２０】
　図１の例では、車載カメラ２の撮像範囲１００が、測距センサ３のセンシング範囲１１
０に包含される例を示している。なお、センシング範囲１１０と撮像範囲１００は、互い
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に一部重複した範囲である。図１の例のほかにも、センシング範囲１１０が撮像範囲１０
０に含まれるとしてもよい。また、センシング範囲１１０は、複数のセンサによるセンシ
ング範囲をあわせた範囲であってもよい。
【００２１】
　以下、撮像範囲１００とセンシング範囲１１０の重複する範囲を監視領域とする。つま
り、図１の例では、撮像範囲１００が監視領域となる。
【００２２】
　本実施例においては、車載カメラ２から取得した画像データの輝度情報と、測距センサ
３の出力に基づく物体の検知結果を利用して、ドライバーに対する報知が制御される。輝
度情報は、画像の各画素の輝度値を含む情報であり、画像データに含まれる。なお、画像
データは、カメラが撮像した監視領域を含む撮像範囲１００の画像の情報である。例えば
、ＮＴＳＣ信号の輝度信号が、輝度情報として利用される。
【００２３】
　測距センサ３の出力は、測距データを含む情報である。測距データは、センシング範囲
１１０に存在する物体から測距センサ３までの距離の情報である。測距センサ３からの出
力は、センシング範囲１１０全体における測距データであってもよいし、センシング範囲
１１０のうち監視領域のみの測距データであってもよい。また、以下、物体から測距セン
サ３までの距離を、物体から車両までの距離として説明する。
【００２４】
　次に、図２を用いて、報知制御装置の機能構成を説明する。図２は、報知制御装置の機
能ブロック図である。報知制御装置１０は、画像データ取得部１１、測距データ取得部１
２、判定部１３、検知部１４、制御部１５、記憶部１６を有する。
【００２５】
　画像データ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する。なお、車載カメラ
２は、撮像した画像の画像データを、表示装置を有するカーナビゲーションシステム４に
対しても出力する。つまり、ドライバーは、直接またはミラーを用いた目視以外にも、表
示装置に表示された画像を用いて、障害物などの物体を確認することができる。
【００２６】
　測距データ取得部１２は、測距センサ３から測距データを取得する。判定部１３は、画
像データに含まれる輝度情報に基づく判定結果を制御部１５へ出力する。なお、輝度情報
から、画像の視認性が類推可能であるため、判定結果は、視認性の高低を示す情報である
。
【００２７】
　例えば、判定部１３は、輝度ヒストグラムの分布を判定する。判定部１３は、輝度情報
に基づいて、輝度ヒストグラムを生成する。そして、判定部１３は、輝度ヒストグラムに
おけるダイナミックレンジＤを算出する。さらに、判定部１３は、ダイナミックレンジＤ
が閾値Ｔｄよりも大きいか否かを判定する。ダイナミックレンジＤと視認性との関係につ
いては、後述する。
【００２８】
　なお、閾値Ｔｄは、人間にとって視認性が悪いと感じる画像の輝度ヒストグラムおよび
、視認性が良いと感じる画像の輝度ヒストグラムを解析することで、予め設定される。例
えば、輝度が０から２５５の値をとる場合に、閾値Ｔｄは１００などに設定される。詳細
は後述する。
【００２９】
　また、視認性の良し悪しを類推するための判定方法として、輝度情報を利用する他の方
法を採用することも可能である。例えば、物体の反射率成分と照明光成分との割合から判
定する手法や、空間周波数分布から判定する手法、エッジ、背景と前景との色、およびテ
クスチャ特徴のコントラストから判定する手法がある。これらの手法は、「豊田　雄志ほ
か、車載カメラ映像の視認性向上処理技術、雑誌ＦＵＪＩＴＳＵ、ＶＯＬ．５９　ＮＯ．
４、２００８年」、「特開２００６－２２１４６７号公報」、「道満　恵介ほか、複数の
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画像特徴の統合による道路標識の視認性推定手法、社団法人電子情報通信学会　信学技報
」に、各々開示されている。
【００３０】
　検知部１４は、物体の存在を検知するとともに、検知結果を制御部１５へ出力する。例
えば、監視領域に関する測距データを測距データ取得部１２が取得した場合は、検知部１
４は、測距データに、計測された物体までの距離が含まれている場合に、物体が存在する
ことを検知する。なお、測距データは、物体が存在しない場合には、物体が存在しないこ
とを示す特定の値、または空となる。
【００３１】
　また、センシング範囲１１０全体の測距データを取得した場合は、検知部１４は、監視
領域における物体の検知と、監視領域外における物体の検知とを各々行っても良い。測距
センサは、センシング範囲を所定の方向に走査する。したがって、どの位置（左右方向の
角度および上下方向の角度）に対する測距データであるかは、何番目に測距センサから出
力されたデータであるかに基づき特定することができる。
【００３２】
　例えば、車載カメラ２の取り付け位置や画角、測距センサ３の取り付け位置や走査角度
に基づき、監視領域が決定される。そして、監視領域に応じて、何番目の測距データから
何番目の測距データが監視領域に対応する測距データであるかが、事前に設定される。
【００３３】
　制御部１５は、輝度情報に基づく判定結果および検知結果に基づいて、物体に関する報
知を制御する。例えば、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下であるという判定結果であ
って、かつ物体を検知したことを示す検知結果である場合、制御部１５は、第一の報知制
御を実行する。なお、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である場合は、対象の画像は
視認性が低い画像であることが推定できる。第一の報知制御は、報知を実行する装置に対
して、報知を実行するように制御するものである。
【００３４】
　一方、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも大きいという判定結果であって、かつ物
体を検知したことを示す検知結果である場合、制御部１５は、第二の報知制御を実行する
。なお、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも大きい場合は、対象の画像は視認性が高
い画像であることが推定できる。第二の報知制御は、報知を実行する装置に対して、第一
の報知制御で実行される報知とは異なる報知を実行するように制御することや、報知の実
行を行わないように制御することである。
【００３５】
　ここで、報知の実行を行わないように制御する方法として、例えば、制御部１５は、報
知の実行命令を生成しない方法や、生成された報知の実効命令を、報知を実行する装置に
対して出力しない方法がある。
【００３６】
　例えば、報知の方法として、物体の存在を音で知らせる方法が採用された場合に、第一
の報知制御は、当該報知を実行させる制御である。一方、第二の報知制御は、当該報知を
実行しない制御である。なお、当該報知は、制御部１５からの命令に基づき、例えば、カ
ーナビゲーションシステム４の音声出力ユニットにより実行される。
【００３７】
　また、報知の方法として、表示装置に物体の存在を知らせる表示を行う方法が採用され
た場合に、第一の報知制御は、当該報知を実行させる制御である。一方、第二の報知制御
は、当該報知を実行しない制御である。なお、当該報知は、制御部１５からの命令に基づ
き、例えば、カーナビゲーションシステム４の表示装置により実行される。
【００３８】
　例えば、前記表示の一例として、表示装置にアラームメッセージを表示する方法や、表
示装置に表示された車載カメラ２による撮影画像に重畳して、測距センサ３が検知した物
体を示すアイコンを表示する方法がある。
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【００３９】
　さらに、報知の方法として、音で知らせる方法と、物体の存在を知らせる表示を行う方
法を併用してもよい。この場合は、第一の報知制御として、制御部１５は、２つの方法を
実行する制御を実行してもよい。一方、制御部１５は、第二の報知制御として、音で知ら
せる方法のみを実行させる制御を実行する。第二の報知制御では、表示装置に表示された
画像に注目を促すメッセージを出力することなどが考えられる。
【００４０】
　また、報知の方法として、車内に設けられた警告灯を点灯する方法が採用された場合に
、第一の報知制御は、当該報知を実行させる制御である。一方、第二の報知制御は、当該
報知を実行しない制御である。この場合は、報知制御装置１０は、報知用装置である警告
灯とも通信可能な構成であり、警告灯に対して点灯の命令を発信する。
【００４１】
　ドライバーは、運転操作中、カーナビゲーションシステム４の表示装置以外に、サイド
ミラーやバックミラーを見ている可能性がある。カメラ２が撮像した画像の視認性が低い
場合には、ミラーを通しての目視の視認性も低いことが想定される。よって、制御部１５
は、サイドミラーやバックミラーに取り付けられた警告灯を点灯させるよう制御すること
で、ドライバーは、物体の存在を把握することができる。
【００４２】
　記憶部１６は、各種情報を記憶する。例えば、各種処理に必要な閾値に関する情報を記
憶する。
【００４３】
　次に、本実施例における報知制御方法について説明する。図３は、第一の実施例に係る
報知制御方法のフローチャートである。まず、測距データ取得部１２は、測距センサ３か
ら測距データを取得する（Ｏｐ．１）。
【００４４】
　検知部１４は、測距データに基づき、監視領域に物体が存在するかを検知する（Ｏｐ．
２）。また、監視領域に物体が存在しても、車両と物体との距離が一定以上長い場合は、
検知部１４は、物体が存在しないとみなしてもよい。
【００４５】
　検知部１４が、監視領域内の物体を検知しない場合は（Ｏｐ．２Ｎｏ）、報知制御装置
１０は、処理を終了する。なお、センシング範囲のうち、監視領域外に物体を検知した場
合は、他の方法により物体の報知をおこなっても良い。
【００４６】
　一方、検知部１４が、監視領域内に物体を検知した場合は（Ｏｐ．２Ｙｅｓ）、画像デ
ータ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する（Ｏｐ．３）。判定部１３は
、画像データに含まれる輝度情報に基づいて、輝度ヒストグラムを生成する（Ｏｐ．４）
。そして、判定部１３は、ダイナミックレンジＤを算出する（Ｏｐ．５）。
【００４７】
　図４Ａおよび図４Ｂは、輝度ヒストグラムおよびダイナミックレンジＤを説明するため
の図である。図４Ａは、ある時点で車載カメラが撮影した画像を示す図である。図４Ｂは
、図４Ａの画像に対応する輝度ヒストグラムを示す図である。
【００４８】
　本実施例では、図４Ｂに示すように、輝度ヒストグラムにおける最も高い頻度Ａ１を１
００％としたとき、予め設定したａ％に相当する頻度Ｂ１以上となる輝度値の幅をダイナ
ミックレンジＤ１とする。これは、ノイズなどの影響を軽減するためである。例えば、ａ
は、５である。また、頻度Ｂ１以上となる輝度値の分布が複数存在する場合は、合算した
値をダイナミックレンジＤとしてもよい。
【００４９】
　次に、判定部１３は、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下であるかを判定する（Ｏｐ
．６）。ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である場合は（Ｏｐ．６Ｙｅｓ）、制御部
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１５は、第一の報知制御を実行する（Ｏｐ．７）。一方、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔ
ｄよりも大きい場合は（Ｏｐ．６Ｎｏ）、制御部１５は、第二の報知制御を実行する（Ｏ
ｐ．８）。図４Ｂの例では、ダイナミックレンジＤ１は閾値Ｔｄよりも大きいため、Ｏｐ
．８が実行される。
【００５０】
　以上のように、報知制御装置１０は、検知部１４による検知結果と、判定部１３による
輝度情報に基づく判定結果とに応じて、報知を制御することができる。
【００５１】
　ここで図４Ａおよび図４Ｂ，さらに、図５Ａおよび図５Ｂと、図６Ａおよび図６Ｂを用
いて、第一の実施例の効果について、説明する。図５Ａおよび図５Ｂと、図６Ａおよび図
６Ｂは、第一の実施例の効果を説明するための図である。
【００５２】
　図４Ａは、明るい環境下で撮像された画像の例である。つまり、ドライバーは、この画
像から、物体や道路、空などを視認することができる。そして、図４Ａの画像を構成する
各画素は、物体や、道路、空、影などに対応するため、さまざまな輝度値を持つ。したが
って、図４Ｂのように、輝度ヒストグラムは、広い分布を持つ形状となる。つまり、視認
性が高いであろうと推定できる画像は、ダイナミックレンジＤ１は、比較的大きい値とな
る。一般的に、道路や空などの風景、車両や人などの物体が存在する場合、明るい環境下
であれば、ダイナミックレンジＤは１５０以上となることが多い。
【００５３】
　このように、図４Ａの画像であれば、ドライバーは、表示装置に表示された画像から、
物体を認識することができるため、本実施例は、後述の視認性が低い画像と比べて、物体
の存在を知らせるための報知の必要性は低いと判断する。
【００５４】
　図５Ａは、暗い環境下で撮像された画像の例である。街頭が無い場所などの暗い場所を
撮像した画像は、全体として暗く、人や車などの物体を認識しにくい。図５Ａの例では、
女性や、トラックなどが、実際の画像では、暗闇のなかで視認できない、または視認しに
くい状態である。
【００５５】
　図５Ｂは、図５Ａの画像の輝度ヒストグラムである。全体として暗い画像の輝度ヒスト
グラムは、全体的に低輝度に分布が偏った形状を示す。
【００５６】
　輝度ヒストグラムにおける最も高い頻度Ａ２を１００％としたとき、予め設定したａ％
に相当する頻度Ｂ２以上となる輝度値の幅、すなわち、ダイナミックレンジＤ２は、図４
Ｂに示すダイナミックレンジＤ１と比較して小さな値となる。このとき、設定された閾値
ＴｄよりもダイナミックレンジＤ２は小さな値となる。なお、暗い画像においては、例え
ば、ダイナミックレンジＤ２は５０程度であることが多い。
【００５７】
　図５Ａと同様の画像が、カーナビゲーションシステム４の表示装置に表示されるが、表
示装置に表示された画像からは、運転手は物体の存在を確認することが困難となる。した
がって、本実施例は、図５Ａの画像であれば、物体の存在を知らせるために、報知が必要
と判断する。
【００５８】
　また、図６Ａは、霧がかかった環境下で撮像された画像の例である。霧がかかった場所
を撮像した画像は、全体として白く、人や車などの物体を認識しにくい。図６Ａの例では
、全体的に白が買っているため、女性やトラックは視認できない、または視認しにくい状
態である。
【００５９】
　図６Ｂは、図６Ａの画像の輝度ヒストグラムである。全体として白い画像の輝度ヒスト
グラムは、全体的に高輝度に分布が偏った形状を示す。
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【００６０】
　輝度ヒストグラムにおける最も高い頻度Ａ３を１００％としたとき、予め設定したａ％
に相当する頻度Ｂ３以上となる輝度値の幅、すなわち、ダイナミックレンジＤ３は、図４
Ｂに示すダイナミックレンジＤ１と比較して小さな値となる。このとき、設定された閾値
ＴｄよりもダイナミックレンジＤ３は小さな値となる。なお、霧の影響で全体的に白くな
った画像においては、例えば、ダイナミックレンジＤ３は３０程度であることが多い。
【００６１】
　図６Ａと同様の画像が、カーナビゲーションシステム４の表示装置に表示されるが、表
示装置に表示された画像からは、運転手は物体の存在を確認することが困難となる。した
がって、本実施例は、図６Ａの画像であれば、物体の存在を知らせるために、報知が必要
と判断する。
【００６２】
　以上の様に、ダイナミックレンジＤに基づき、画像の視認性を類推することができる。
そして、報知制御装置１０は、ドライバーが表示装置に表示された画像から物体を確認で
きない可能性がある場合に、第一の報知制御を実行することができる。例えば、報知制御
装置１０は、音や表示画像で、ドライバーへ注意喚起を行うことができる。
【００６３】
　一方、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも広い場合は、視認性が高いと類推される
ため、ドライバーは、表示装置に表示された画像から物体を確認することが可能である。
よって、報知制御装置１０は、不必要な報知を抑制することで、ドライバーへの煩わしさ
を軽減することができる。
【００６４】
　ここで、閾値Ｔｄを設定する際には、例えば、図４Ａのような画像と、図５Ａおよび図
６Ａのような画像を切り分けることができる値に設定されることが望ましい。つまり、図
４Ｂのようなダイナミックレンジと、図５Ｂおよび図６Ｂのようなダイナミックレンジと
の間の値を閾値Ｔｄとして設定する。複数の画像に対して統計処理を行うことで、閾値Ｔ
ｄは決定されるが、本実施例においては、Ｔｄは１００に設定される。
【００６５】
　図７は、報知方法として、表示装置への表示を採用した場合の、表示装置に表示される
画像のイメージ図である。図７は、図５Ａの画像に対して報知制御処理を行った結果、制
御部１５は第一の報知制御を実行した場合に、カーナビゲーションシステム４の表示装置
に表示される画像のイメージ図である。
【００６６】
　制御部１５は、車載カメラ２のディストーションデータと、測距センサ３のセンシング
範囲および走査順序に基づき、何番目の測距データが、画像のどの画素（Ｘ，Ｙ）に対応
するかを特定する。つまり、制御部１５は、検知された物体の範囲に対応する画像上の領
域を、特定可能である。
【００６７】
　そして、制御部１５は、特定した領域に、物体の存在領域および形状を示す像や、物体
の存在領域を示すアイコンを表示するよう、カーナビゲーションシステム４へ指示する。
具体的には、制御部１５は、画像上の対応領域の範囲に関する情報と、表示命令をカーナ
ビゲーションシステム４へ出力する。表示装置に表示された画像においては、対応する領
域について、他の領域とは異なる態様で、表示が実行される。図７の例では、対応領域を
、背景とは異なる態様で、重畳的に表示する。
【００６８】
　本実施例では、センサの分解能は、画像の解像度と同程度またはそれ以上であるとする
。この場合、図７のように、物体の画像上の対応領域は、実際の物体の形状を形成するこ
ととなり、物体の存在領域および形状を示す像が、画像上に描画される。なお、センサの
分解能が、画像の解像度よりも低い場合であれば、画像上には、少なくとも、物体の存在
領域にアイコンが描画される。
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【００６９】
　なお、報知制御装置１０が一連の処理を実行している間に、車載カメラ２からカーナビ
ゲーションシステム４へ、新たな時間に撮像された画像の画像データが送信される場合が
ある。この場合、最新の画像に対して、過去の画像への報知制御方法にて特定された対応
領域に、アイコンが表示されても良い。数フレーム間の短い時間の中で、急激に環境が変
化する可能性は低いため、処理対象とは異なる画像にアイコンが表示されたとしても、ド
ライバーにとっては、必要な注意喚起が行われる。
【００７０】
　ここから、第二の実施例について、説明する。図８は、第二の実施例に係る報知制御方
法のフローチャートである。図３に示す第一の実施例における報知制御方法は、物体を検
知した場合に、画像の視認性を判定する処理を実行する。一方、図８に示す第二の実施例
に係る報知制御方法においては、画像の視認性を判定した後に、物体の検知を行う。なお
、第二の実施例に係る報知制御方法を実行する報知制御装置は、図２に示す報知制御装置
１０と同様の構成である。
【００７１】
　画像データ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する（Ｏｐ．１０）。判
定部１３は、画像データに含まれる輝度情報に基づいて、輝度ヒストグラムを生成する（
Ｏｐ．１１）。そして、判定部１３は、ダイナミックレンジＤを算出する（Ｏｐ．１２）
。
【００７２】
　次に、判定部１３は、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下であるかを判定する（Ｏｐ
．１３）。ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である場合は（Ｏｐ．１３Ｙｅｓ）、判
定部１３は、処理対象の画像は、視認性が悪いと判定する（Ｏｐ．１４）。一方、ダイナ
ミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも大きい場合は（Ｏｐ．１３Ｎｏ）、判定部１３は、処理
対象の画像は、視認性が良いと判定する（Ｏｐ．１５）。
【００７３】
　次に、測距データ取得部１２は、測距センサから測距データを取得する（Ｏｐ．１６）
。検知部１４は、測距データに基づき、監視領域に物体が存在するかを検知する（Ｏｐ．
１７）。検知部１４が、監視領域内の物体を検知しない場合は（Ｏｐ．１７Ｎｏ）、報知
制御装置１０は、処理を終了する。一方、検知部１４が、監視領域内に物体を検知した場
合は（Ｏｐ．１７Ｙｅｓ）、制御部１５は、視認性の判定結果は、視認性が悪いことを示
しているかを判定する（Ｏｐ．１８）。
【００７４】
　判定結果が視認性が悪いことを示している場合は（Ｏｐ．１８Ｙｅｓ）、制御部１５は
、第一の報知制御を実行する（Ｏｐ．１９）。一方、判定結果が視認性が良いことを示し
ている場合は（Ｏｐ．１８Ｎｏ）、制御部１５は、第二の報知制御を実行する（Ｏｐ．２
０）。
【００７５】
　以上のように、第二の実施例においては、視認性を先に判定することができる。第一の
実施例は、第二の実施例と比較して、処理全体の計算量が小さいが、第二の実施例の報知
制御方法が実行されても良い。
【００７６】
　次に、第三の実施例における報知制御方法を説明する。図９は、第三の実施例における
報知制御方法のフローチャートである。第三の実施例では、画像を複数の領域に分割する
。そして、第三の実施例では、各々の領域に関する輝度情報および物体検知結果に基づき
、報知を制御する。なお、第三の実施例に係る報知制御方法を実行する報知制御装置は、
図２に示す報知制御装置１０である。
【００７７】
　図９における、Ｏｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．７、Ｏｐ．８は、図３における
Ｏｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．７、Ｏｐ．８と同様である。
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【００７８】
　測距データ取得部１２は、測距センサから測距データを取得する（Ｏｐ．１）。検知部
１４は、測距データに基づき、監視領域に物体が存在するかを検知する（Ｏｐ．２）。検
知部１４が、監視領域内の物体を検知しない場合は（Ｏｐ．２Ｎｏ）、報知制御装置１０
は、処理を終了する。
【００７９】
　一方、検知部１４が、監視領域内に物体を検知した場合は（Ｏｐ．２Ｙｅｓ）、検知部
１４は、物体の存在範囲情報を、判定部１３へ出力する。例えば、検知部１４は、測距セ
ンサ３の出力順序、ディスションデータなどに基づき、物体の存在範囲に対応する画像上
の存在範囲情報を特定する。
【００８０】
　次に、画像データ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する（Ｏｐ．３）
。判定部１３は、取得した画像データを複数の領域に分割する（Ｏｐ．３０）。例えば、
縦４×横１０の領域に分割する。そして、判定部１３は、物体の存在範囲情報を用いて、
複数の領域のうち、物体の存在範囲を含む領域を１以上取得する（Ｏｐ．３１）。
【００８１】
　次に、判定部１３は、画像データに含まれる輝度情報に基づいて、Ｏｐ．３１にて取得
した領域各々の輝度ヒストグラムを生成する（Ｏｐ．３２）。そして、判定部１３は、各
輝度ヒストグラムについて、ダイナミックレンジＤを算出する（Ｏｐ．３３）。
【００８２】
　次に、判定部１３は、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である領域があるかを判定
する（Ｏｐ．３４）。ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である領域がある場合は（Ｏ
ｐ．３４Ｙｅｓ）、制御部１５は、第一の報知制御を実行する（Ｏｐ．７）。一方、ダイ
ナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である領域がない場合は（Ｏｐ．３４Ｎｏ）、制御部１
５は、第二の報知制御を実行する（Ｏｐ．８）。
【００８３】
　図１０Ａ乃至図１０Ｃは、第三の実施例の効果を説明するための図である。図１０Ａは
、他車両のライトが物体に当たって、物体に対する視認性が高くなっている領域と、他の
車両のライトによりフレア、ゴースト、スミアなどの現象により視認性が低い領域とが混
在している画像のイメージ図である。なお、図１０Ａの格子は、分割された各領域を示す
。
【００８４】
　図１０Ｂは、領域２００の輝度ヒストグラムを示す図である。領域２００のように、物
体が存在し、かつライトが当たっている領域については、輝度ヒストグラムは、高輝度か
ら低輝度まで広い範囲に分布する。したがって、物体にライトが当たっている領域、すな
わち視認性が高い領域については、ダイナミックレンジＤ４は大きな値となる。つまり、
ダイナミックレンジＤ４は、閾値Ｔｄよりも大きな値となる。
【００８５】
　一方、図１０Ｃは、領域２１０の輝度ヒストグラムを示す図である。領域２１０のよう
に、いわゆる白とびが発生している領域については、輝度ヒストグラムでは、高輝度に分
布が集中する。したがって、強すぎる光の影響で白とびが発生している領域、すなわち視
認性が低い領域については、ダイナミックレンジＤ５は小さな値となる。ダイナミックレ
ンジＤ５は、閾値Ｔｄ以下の値となる。
【００８６】
　物体が存在したとしても、物体の存在領域が、視認性の高い領域である場合は、不必要
に報知をおこなうことは、ドライバーにとって煩わしい。一方、物体の存在する領域が、
視認性の低い領域である場合は、ドライバーは、物体が画像から確認することが困難であ
るため、物体の存在を報知することが必要である。
【００８７】
　よって、物体の存在範囲と、存在範囲に対応する画像上の視認性に応じて、報知を制御
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することが、ドライバーにとっては必要である。図１０Ａの場合は、物体の存在範囲であ
って、かつ視認性の低い領域２１０が含まれるため、報知制御装置１０は、画像から確認
することが難しい物体の存在を報知することができる。
【００８８】
　以上のように、第三の実施例における報知制御装置１０は、視認性が高い領域と、視認
性が低い領域とが混在する画像に対しても、適切な報知制御を行うことができる。なお、
第三の実施例についても、第二の実施例同様、物体の検知に先駆けて、視認性を判定する
処理を実行しても良い。
【００８９】
　次に、第四の実施例について説明する。第四の実施例においては、報知制御装置は、検
知結果および輝度情報に加え、車速に基づき、報知を制御する。
【００９０】
　図１１は、第四の実施例に係る報知制御装置の機能ブロック図である。報知制御装置２
０は、画像データ取得部１１、測距データ取得部１２、判定部１３、検知部１４、制御部
１５、記憶部１６に加え、車速取得部２１を有する。なお、画像データ取得部１１、測距
データ取得部１２、判定部１３、検知部１４については、図２に示す報知制御装置１０と
同様の機能を有する処理部である。
【００９１】
　車速取得部２１は、パルスセンサ５から車速に関する車速データを取得する。パルスセ
ンサ５は、車輪が１回転するたびに、いくつかのパルスを出力する。車速取得部２１は、
パルスセンサ５からの単位時間当たりのパルス出力回数に基づき、車速を取得する。なお
、車速取得部２１は、車内のＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）上に流れている車速データを取得してもよい。
【００９２】
　制御部１５は、物体の検知結果および画像の輝度情報に加え、車速に基づき、報知を制
御する。例えば、物体を検知した場合であって、かつ画像の視認性が良いことが類推され
る場合には、車速に応じて異なる報知制御を実行する。
【００９３】
　例えば、車速がある速度以上の場合は、ドライバーは表示装置を見ていない可能性が高
いことが、運転動作の解析結果から知られている。したがって、表示装置に表示された画
像の視認性が良いことが類推されるような場合であっても、ドライバーは画像を確認して
いない可能性があるため、制御部１５は、報知を実行する装置を通して、例えば、画像へ
の注意喚起を指示する。
【００９４】
　図１２は、第四の実施例における報知制御方法のフローチャートである。図１２におけ
る、Ｏｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．４、Ｏｐ．５、Ｏｐ．６、Ｏｐ．７、Ｏｐ．
８は、図３におけるＯｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．４、Ｏｐ．５、Ｏｐ．６、Ｏ
ｐ．７、Ｏｐ．８と同様である。
まず、測距データ取得部１２は、測距センサから測距データを取得する（Ｏｐ．１）。検
知部１４は、測距データに基づき、監視領域に物体が存在するかを検知する（Ｏｐ．２）
。
【００９５】
　検知部１４が、監視領域内の物体を検知しない場合は（Ｏｐ．２Ｎｏ）、報知制御装置
１０は、処理を終了する。一方、検知部１４が、監視領域内に物体を検知した場合は（Ｏ
ｐ．２Ｙｅｓ）、画像データ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する（Ｏ
ｐ．３）。
【００９６】
　判定部１３は、画像データに含まれる輝度情報に基づいて、輝度ヒストグラムを生成す
る（Ｏｐ．４）。そして、判定部１３は、ダイナミックレンジＤを算出する（Ｏｐ．５）
。次に、車速取得部２１は、車速Ｖを取得する（Ｏｐ．４０）。なお、取得した車速Ｖは
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、制御部１５へ出力される。
【００９７】
　次に、判定部１３は、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下であるかを判定する（Ｏｐ
．６）。ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である場合は（Ｏｐ．６Ｙｅｓ）、制御部
１５は、第一の報知制御を実行する（Ｏｐ．７）。
【００９８】
　一方、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも大きい場合は（Ｏｐ．６Ｎｏ）、制御部
１５は、車速Ｖが、閾値Ｔｖ以上であるかを判定する（Ｏｐ．４１）。なお、閾値Ｔｖは
、適用されるシーンに応じて、予め設定される。例えば、本実施例を、車両を駐車する際
に適用する場合は、通常、車両は低速で運転していることが予測される。そこで、低速の
中でも、表示装置へ視線を配ることができる速度の予測値を閾値Ｔｖとして設定する。例
えば、閾値Ｔｖは４（ｋｍ／ｈ）とする。
【００９９】
　車速Ｖが閾値Ｔｖ以上である場合には（Ｏｐ．４１Ｙｅｓ）、制御部１５は、第三の報
知制御を実行する（Ｏｐ．４２）。例えば、制御部１５は、第三の報知制御として、表示
装置を見るよう指示する音声を出力するよう、カーナビゲーションシステム４へ指示する
。または、制御部１５は、第三の報知制御として、速度を落とすよう指示する音声を出力
するよう、カーナビゲーションシステム４へ指示する。一方、車速Ｖが閾値Ｔｖよりも小
さい場合には（Ｏｐ．４１Ｎｏ）、制御部１５は、第二の報知制御を実行する（Ｏｐ．８
）。
【０１００】
　以上のように、物体が検知された場合、画像の視認性だけでなく、車速からドライバー
の視線を類推し、報知制御装置２０は、適切な報知を制御する。例えば、報知制御装置２
０は、視認性が良い画像が表示装置に表示されていても、ドライバーがその画像を見てい
ないことが類推されるような場合は、表示された画像への注意を喚起することができる。
【０１０１】
　次に、第五の実施例について説明する。第五の実施例においては、報知制御装置は、検
知結果および輝度情報に加え、物体と自車両との衝突時間に基づき、報知を制御する。な
お、第五の実施例に係る報知制御装置は、図２に示す報知制御装置１０と同様の機能的構
成を備える。
【０１０２】
　検知部１４は、物体を検知した場合に、検知した物体と自車両との距離変化に基づき、
物体と自車両とが衝突するまでにかかる到達予測時間（以後、衝突時間と称する）を算出
する。なお、算出された衝突時間は、制御部１５へ出力される。制御部１５は、検知結果
および輝度情報に加え、物体と自車両との衝突時間に基づき、報知を制御する。
【０１０３】
　図１３は、第五の実施例における報知制御方法のフローチャートである。図１３におけ
る、Ｏｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．４、Ｏｐ．５、Ｏｐ．６は、図３におけるＯ
ｐ．１、Ｏｐ．２、Ｏｐ．３、Ｏｐ．４、Ｏｐ．５、Ｏｐ．６と同様である。
【０１０４】
　まず、測距データ取得部１２は、測距センサから測距データを取得する（Ｏｐ．１）。
検知部１４は、測距データに基づき、監視領域に物体が存在するかを検知する（Ｏｐ．２
）。
【０１０５】
　検知部１４が、監視領域内の物体を検知しない場合は（Ｏｐ．２Ｎｏ）、報知制御装置
１０は、処理を終了する。一方、検知部１４が、監視領域内に物体を検知した場合は（Ｏ
ｐ．２Ｙｅｓ）、画像データ取得部１１は、車載カメラ２から画像データを取得する（Ｏ
ｐ．３）。
【０１０６】
　判定部１３は、画像データに含まれる輝度情報に基づいて、輝度ヒストグラムを生成す
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る（Ｏｐ．４）。そして、判定部１３は、ダイナミックレンジＤを算出する（Ｏｐ．５）
。次に、検知部１４は、衝突時間Ｔを算出する（Ｏｐ．５０）。記憶部１６は、一時刻ま
えの測距データを、一時的に記憶する。そして、検知部１４は、新たに取得した測距デー
タと一時刻前の測距データとに基づく距離の変化から、衝突時刻Ｔを算出する。
【０１０７】
　次に、判定部１３は、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下であるかを判定する（Ｏｐ
．６）。ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄ以下である場合は（Ｏｐ．６Ｙｅｓ）、制御部
１５は、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ１以下であるか判定する（Ｏｐ．５１）。
【０１０８】
　衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ１以下である場合（Ｏｐ．５１Ｙｅｓ）、制御部１５は、報知制
御を実行する（Ｏｐ．５３）。第五の実施例における報知制御は、他の実施例における第
一の報知制御と同等であればよい。例えば、制御部１５は、音により注意喚起を、カーナ
ビゲーションシステム４の音声出力ユニットへ指示する。一方、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ１
よりも大きい場合（Ｏｐ．５１Ｎｏ）、制御部１５は、処理を終了する。
【０１０９】
　一方、ダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも大きい場合は（Ｏｐ．６Ｎｏ）、制御部
１５は、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ２以下であるか判定する（Ｏｐ．５２）。衝突時間Ｔが閾
値Ｔｔ２以下である場合（Ｏｐ．５２Ｙｅｓ）、制御部１５は、報知制御を実行する（Ｏ
ｐ．５３）。一方、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ２よりも大きい場合（Ｏｐ．５２Ｎｏ）、制御
部１５は、処理を終了する。
【０１１０】
　つまり、視認性が悪いことが推測される場合に、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ１以下になった
ときに、制御部１５は、報知を実行させる。また、視認性が良いことが推測される場合で
あっても、衝突時間Ｔが閾値Ｔｔ２以下になった場合は、物体との距離が近いため、制御
部１５は、報知を実行させる。
【０１１１】
　以上のように、視認性の良し悪しに応じて、報知のタイミングを制御することができる
。ここで、閾値Ｔｔ１は閾値Ｔｔ２よりも大きな値であることが望ましい。画像から物体
を視認することが難しい場合、すなわち、より早くドライバーの注意を喚起する必要があ
る場合には、より早いタイミングで報知がおこなわれる。
【０１１２】
　図１４は、報知制御装置１０または報知制御装置２０として機能するコンピュータ１０
００のハードウェア構成の一例を示す図である。コンピュータ１０００は、車載カメラ２
、測距センサ３、カーナビゲーションシステム４、パルスセンサ５と接続される。さらに
、報知方法によっては、カーナビゲーションシステム４以外の報知用装置６をさらに接続
されてもよい。報知用装置６は、例えば、警告灯である。
【０１１３】
　コンピュータ１０００はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
１０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２，ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３，ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１０
４、通信装置１０５を有する。なお、コンピュータ１０００は、さらに、入力装置、表示
装置、媒体読取装置を有していてもよい。各部はバス１０６を介して相互に接続されてい
る。そしてＣＰＵ１０１による管理下で相互にデータの送受を行うことができる。
【０１１４】
　報知制御方法が記述されたプログラムが、コンピュータ１０００が読み取り可能な記録
媒体に記録される。コンピュータ１０００が読み取り可能な記録媒体には、磁気記録装置
、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記録装置には、ＨＤＤ、
フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ（ＭＴ）などがある。
【０１１５】
　光ディスクには、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ
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－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　－　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、ＣＤ－Ｒ（Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）／ＲＷ（ＲｅＷｒｉｔａｂｌｅ）などがあ
る。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　－　Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）など
がある。このプログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤ
ＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売されることが考えられる。
【０１１６】
　そして、例えば媒体読取装置が、報知制御プログラムを記録した記録媒体から、該プロ
グラムを読み出す。ＣＰＵ１０１は、読み出されたプログラムをＨＤＤ１０４に格納する
。また、各種プログラムはＣＰＵ１０１とアクセス可能なＲＯＭ１０２やＲＡＭ１０３に
格納されていても良い。
【０１１７】
　ＣＰＵ１０１は、コンピュータ１０００の全体の動作制御を司る中央処理装置である。
そして、ＣＰＵ１０１が、各種プログラムをＨＤＤ１０４から読み出して実行することで
、ＣＰＵ１０１は、画像データ取得部１１、測距データ取得部１２、判定部１３、検知部
１４、制御部１５、車速取得部２１として機能する。つまり、コンピュータ１０００は、
報知制御装置１０または報知制御装置２０として機能する。
【０１１８】
　さらにＨＤＤ１０４は、ＣＰＵ１０１の管理下で記憶部１６として機能する。プログラ
ム同様、記憶部１６の情報はＣＰＵ１０１とアクセス可能なＲＯＭ１０２やＲＡＭ１０３
に格納されても良い。また、ＲＡＭ１０３は、処理の過程で一時的に生成された情報を記
憶する。通信装置１０５は、インタフェースを介して接続される他のデバイスと情報の授
受を行う。つまり、通信装置１０５が、画像データ取得部１１、測距データ取得部１２、
車速取得部２１として機能してもよい。
【０１１９】
　（変形例１）第四の実施例と第五の実施例とを組み合わせた場合には、報知制御装置２
０は、衝突時間Ｔと車速Ｖとに基づき、報知のタイミングを制御しても良い。
【０１２０】
　例えば、車速Ｖが閾値Ｔｖ以下である場合は、視認性が悪い場合は、衝突時間がＴｔ１
となったタイミングで、他の装置に報知を実行させる。一方、車速Ｖが閾値Ｔｖ以下であ
る場合は、視認性が良い場合は、衝突時間がＴｔ２となったタイミングで、他の装置に報
知を実行させる。
【０１２１】
　さらに、車速Ｖが閾値Ｔｖよりも大きい場合は、閾値Ｔｔ３に基づき、衝突時間Ｔが閾
値Ｔｔ３となったタイミングで、報知を実行する他の装置を制御する。
【０１２２】
　例えば、閾値Ｔｔ２＜閾値Ｔｔ３＜閾値Ｔｔ１となるように、各々の閾値は設定される
。報知制御装置２０は、車速が閾値Ｔｖよりも大きければ、停車時の制動距離が長くなる
ため、画像の視認性の良し悪しにかかわらず、閾値Ｔｔ２よりも早いタイミングで報知を
行う。一方、車速が閾値Ｔｖ以下の場合は、第五の実施例同様、視認性の良し悪しに応じ
て、適切なタイミングで報知を行う。
【０１２３】
　（変形例２）報知制御装置１０または報知制御装置２０に、さらに物体認識技術を搭載
しても良い。この場合は、検知した物体が、人であるのか、車であるのかなどを、切り分
けて判断することができる。よって、報知制御装置１０または報知制御装置２０は、検知
した物体の種類に応じて、報知の制御方法を切り分けても良い。
【０１２４】
　（変形例３）輝度ヒストグラムを用いて視認性を判定する場合は、報知制御装置２０は
、さらに、輝度ヒストグラムの分布する輝度値に基づき、画像が関連するシーンを特定し
てもよい。そして、報知制御装置２０は、シーンに応じた報知を制御してもよい。
【０１２５】
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　例えば、図５Ａおよび図５Ｂの場合のように、輝度ヒストグラムのダイナミックレンジ
Ｄが閾値Ｔｄよりも小さい場合であって、かつ分布が低輝度に偏っている場合は、暗い環
境下での画像であるとして、暗い環境に適した報知を制御する。一方、図６Ａおよび図６
Ｂの場合のように、輝度ヒストグラムのダイナミックレンジＤが閾値Ｔｄよりも小さい場
合であって、かつ分布が高輝度に偏っている場合は、霧の環境下での画像であるとして、
霧の環境に適した報知を制御する。
【０１２６】
　（変形例４）第五の実施例において、報知制御装置１０は、衝突時間の変わりに、物体
と自車両との距離に基づき、報知を制御してもよい。つまり、報知制御装置１０は、距離
が閾値以下になった場合に、各種制御を実行する。
【０１２７】
　（変形例５）第一乃至第三の実施例については、車両の運転を支援する報知以外にも適
用可能である。例えば、監視システムなどにおいては、監視用カメラで撮像された画像の
視認性に応じて、不審物検知用のセンサの報知方法を制御してもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
１０，２０　報知制御装置
１１　　　　画像データ取得部
１２　　　　測距データ取得部
１３　　　　判定部
１４　　　　検知部
１５　　　　制御部
１６　　　　記憶部
２１　　　　車速取得部
２　　　　　車載カメラ
３　　　　　測距センサ
４　　　　　カーナビゲーションシステム
５　　　　　パルスセンサ
６　　　　　報知用装置
１０１　　　ＣＰＵ
１０２　　　ＲＯＭ
１０３　　　ＲＡＭ
１０４　　　ＨＤＤ
１０５　　　通信装置
１０６　　　バス
１０００　　コンピュータ
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